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住居確保給付金にかかる相談受付・申込票　兼　家計改善・就労活動等計画書

①被雇用者（会社員・派遣）等の場合

　収入関係書類（世帯全員分）（写し）
　ⅰ　給与明細書、賃金明細書　※減収前と減収後がわかるもの　※総収入額から交通費のみ控除
　ⅱ　給与明細等用意できない場合、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ

②自営業・フリーランス等の場合

住居確保給付金申請時確認書　(様式１－2A)

生活困窮者住居確保給付金支給申請書　(様式１－１)

＜必要書類チェックリスト【転居費用補助】>

　廃業の場合：「廃業届」など、廃業を証する書類の写し
　減収の場合：自己の責によらず収入を得る機会が減少したことが証明できる書類の写し
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　世帯員が減少した事実を証明できる書類の写し

本人確認資料（写し） 　※顔写真がない場合は２つ必要

世帯収入が著しく減少する直前に、申請者又は世帯員の離職、休業等、若しくは世帯員の死亡等
があったことが確認できる書類（申請月から２年以内）

　運転免許証(両面)、個人番号カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票等

①被雇用者（会社員・派遣）等の場合

②自営業・フリーランス等の場合

③世帯員の死亡等の場合

　離職を証する書類（写し）：「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「退職辞
令」、「雇用保険被保険者資格喪失届」、「離職証明書」、「解雇通知書」　　等
　休業関係の書類（写し）：疾病、負傷、育児その他の事情により休業、休職した事実を証明すること
ができる、医師の証明書その他の書類

相談時の家計表
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預貯金確認書類　※世帯全員分

現在の家賃額等が確認できる書類

①賃貸の場合

②持家の場合

　賃貸借契約書の写し

　住居の維持に要する費用（固定資産税、火災保険料等）の月額を確認できる書類の写し

　収入関係書類（世帯全員分）（写し）
　　　・酬明細書、売上票等帳簿、確定申告書等
　　　　※減収前と減収後がわかるもの　　※経費を控除後の金額を収入として月額算定

③世帯員の死亡等の場合

　世帯収入の減少前と現在の世帯収入が比較できる書類（通帳の写し等）

　　【年金受給中の場合】　「年金振込通知書（はがき）」
　　【失業給付受給中の場合】　「雇用保険受給資格者証」

④上記に加え、下記給付を受けている方

　所有する口座の預金通帳、債券、株式、投資信託、暗号資産、電子マネー等の残高証明
　　※ネットバンクの場合、取引内容が確認できる画面等を印刷したもの※直近で入金・記帳

収入減少前と収入減少後の収入がわかる書類


